
平成２５年１２月２５日 

 

平成２５年度第３回小金井市廃棄物減量等推進審議会次第 

 

１ 開 会 

  第２回審議会会議録の確認について 

 

２ 議 題 

⑴ 一般廃棄物（ごみ）処理基本計画の一部変更について（諮問） 

⑵ 一般廃棄物（ごみ）処理基本計画の一部変更について（審議） 

⑶ 報告事項 可燃ごみ処理の状況等について 

⑷ 平成２６年度一般廃棄物処理計画の策定について（審議） 

  

３ その他 

 

 

 

 



単位：トン

家庭系(Ａ)
家庭系

収集日数 事業系(Ｂ) 家庭系(Ｄ)
家庭系
収集日数 事業系(Ｅ)

4月 954.9 25 50.6 1,005.5 1,038.4 26 35.0 1,073.4 67.9 6.75%

5月 1,138.6 27 52.2 1,190.8 1,078.3 27 34.1 1,112.4 △ 78.4 △ 6.58%

6月 1,056.7 26 51.5 1,108.2 999.8 25 28.6 1,028.4 △ 79.8 △ 7.20%

7月 1,050.7 26 57.4 1,108.1 1,087.7 27 31.2 1,118.9 10.8 0.97%

8月 1,025.6 27 58.0 1,083.6 1,019.3 27 27.7 1,047.0 △ 36.6 △ 3.38%

9月 961.2 25 53.6 1,014.8 942.1 25 29.4 971.5 △ 43.3 △ 4.27%

10月 1,071.3 27 59.1 1,130.4 1,056.5 27 32.6 1,089.1 △ 41.3 △ 3.65%

11月 988.1 26 59.7 1,047.8 1,030.8 26 28.8 1,059.6 11.8 1.13%

小　計 8,247.1 209 442.1 8,689.2 8,252.9 210 247.4 8,500.3 △ 188.9 △ 2.17%

12月 1,063.0 25 28.7 1,091.7 0.0

1月 1,046.5 24 30.4 1,076.9 0.0

2月 879.8 24 30.4 910.2 0.0

3月 1,033.2 26 34.6 1,067.8 0.0

合  計 12,269.6 308.0 566.2 12,835.8

※　本表では、平成24年度と平成25年度の処理状況を月別に比較しているが、各月の収集日数は年（暦日）によって異なるため単純な比較とはならず、
　表中における各月ごとの比較増減量及び比較増減率は参考数値である。

燃やすごみの処理量の昨年度との月別の比較について

項　　目

平成２４年度 平成２５年度

比較増減量
（Ｇ＝Ｆ－Ｃ）

比較増減率
　　　　　　合　計(Ｃ＝Ａ+Ｂ) 　　　　　合　計（Ｆ＝Ｄ＋Ｅ）

平成２５年１２月２５日 第３回小金井市廃棄物減量等推進審議会資料 



小 環 ご発 第 217号

平成 25年 12月 25日

小金井市廃棄物減量等推進審議会

会長 大 江 宏  様

小金井市一般廃棄物 (ごみ)処 理基本計画め二部変更にういて (諮問)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 6条 の規定に基づき、平成 18年

3月 に策定した 「小金井市一般廃棄物 (ごみ)処 理基本計画」について、

新たな可燃ごみ共同処理体制への移行と適正な埋立処分に係る事項を一部

変更する必要が生じました。

つきましては、別紙のとお り 「小金井市一般廃棄物 (ごみ)処 理基本計   ,

画の一部変更 (案)」に対する貴審議会のご意見をお示しいただきたく、よ

ろしくご審議のほどお願いいたします。



（案） 
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第3節 新たな可燃ごみ共同処理体制への移行と適正な埋立

処分 

(1) 【重点】可燃ごみ中間処理（焼却処理）システムの整備 

【目標】 

 老朽化した二枚橋焼却場での処理を中止した後、新たな地方公共団体との可燃ごみ共

同処理体制への移行を目指します。 

 

【取り組み項目】 

① 二枚橋焼却場の焼却炉の廃止 

焼却炉の廃止時期は、平成 19年 3月を目指します。 

② 新たな可燃ごみ共同処理体制への移行 

二枚橋焼却場の焼却炉の廃止・二枚橋衛生組合の解散に伴い、新たな地方公共団体と

の可燃ごみ共同処理体制への移行を目指します。 

③ 将来の可燃ごみ焼却処理施設の整備 

日野市及び国分寺市との３市による、可燃ごみの共同処理を推進し、新焼却処理施設

の平成３１年度中の稼働を目指し整備事業を実施します。 

 

【目標期間】 

項目 前期 後期 

①二枚橋焼却場の焼却炉の廃止 終了  

②新たな可燃ごみ共同処理体制への移行 完了 共同処理継続 

③将来の可燃ごみ焼却処理施設の整備 整備計画の検討 整備事業の推進 

 

 

(2) 【重点】中間処理場の大規模改修 

【目標】 

 老朽化が進む中間処理場の大規模改修を行い、改修後 10年程度の稼働に耐えるよう

にします。 

 

【取り組み項目】 

① 中間処理場の大規模改修 

臭気対策を第一の目的に、中間処理場の大規模改修を実施します。これにより、改修



 

新 旧 

第３節 新たな可燃ごみ共同処理体制への移行と適正な埋

立処分 

 

⑴【重点】可燃ごみ中間処理（焼却処理）システムの整備 

【目標】 

  （略） 

 

【取り組み項目】 

① （略） 

② （略） 

③ 将来の可燃ごみ焼却処理施設の整備 

 日野市及び国分寺市との３市による、可燃ごみの共同処理

を推進し、新焼却処理施設の平成３１年度中の稼働を目指し

整備事業を実施します。 

 

【目標期間】 

項目 前期 後期 

①（略） （略） （略） 

②（略） （略） （略） 

③将来の可燃ごみ焼却処理

施設の整備 

整備計画の

検討 

整備事業の

推進 
 

第３節 新たな可燃ごみ共同処理体制への移行と適正な埋

立処分 

 

⑴【重点】可燃ごみ中間処理（焼却処理）システムの整備 

【目標】 

  （略） 

 

【取り組み項目】 

① （略） 

② （略） 

③ 将来の可燃ごみ焼却処理施設の整備 

 新たな地方公共団体との可燃ごみ共同処理体制に移行し

た場合、長期的な可燃ごみ焼却処理施設整備計画の検討を行

い、計画後期における整備事業の実施を目指します。 

 

【目標期間】 

項目 前期 後期 

①（略） （略） （略） 

②（略） （略） （略） 

③将来の可燃ごみ焼却処理

施設の整備 

整備計画の

検討 

整備事業の

実施 
 

新旧対照表 



小 廃 審 発 第 5004｀ 号      々

平成 25年 12月 25日

小金井市長 稲 葉 孝 彦 様

小金井市廃棄物減量等推進審議会

会長 大 江

小金井市一般廃棄物 (ごみ)処 理基本計画の一部変更について (答申)

平成 25年 12月 25日 付け小環ご発第 217号 をもつて諮問を受けま
した標記のことについて、別紙のとお り答申いたします。
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第3節 新たな可燃ごみ共同処理体制への移行と適正な埋立

処分 

(1) 【重点】可燃ごみ中間処理（焼却処理）システムの整備 

【目標】 

 老朽化した二枚橋焼却場での処理を中止した後、新たな地方公共団体との可燃ごみ共

同処理体制への移行を目指します。 

 

【取り組み項目】 

① 二枚橋焼却場の焼却炉の廃止 

焼却炉の廃止時期は、平成 19年 3月を目指します。 

② 新たな可燃ごみ共同処理体制への移行 

二枚橋焼却場の焼却炉の廃止・二枚橋衛生組合の解散に伴い、新たな地方公共団体と

の可燃ごみ共同処理体制への移行を目指します。 

③ 将来の可燃ごみ焼却処理施設の整備 

日野市及び国分寺市との３市による、可燃ごみの共同処理を推進し、新焼却処理施設

の平成３１年度中の稼働を目指し整備事業を実施します。 

 

【目標期間】 

項目 前期 後期 

①二枚橋焼却場の焼却炉の廃止 終了  

②新たな可燃ごみ共同処理体制への移行 完了 共同処理継続 

③将来の可燃ごみ焼却処理施設の整備 整備計画の検討 整備事業の推進 

 

 

(2) 【重点】中間処理場の大規模改修 

【目標】 

 老朽化が進む中間処理場の大規模改修を行い、改修後 10年程度の稼働に耐えるよう

にします。 

 

【取り組み項目】 

① 中間処理場の大規模改修 

臭気対策を第一の目的に、中間処理場の大規模改修を実施します。これにより、改修



 

新 旧 

第３節 新たな可燃ごみ共同処理体制への移行と適正な埋

立処分 

 

⑴【重点】可燃ごみ中間処理（焼却処理）システムの整備 

【目標】 

  （略） 

 

【取り組み項目】 

① （略） 

② （略） 

③ 将来の可燃ごみ焼却処理施設の整備 

 日野市及び国分寺市との３市による、可燃ごみの共同処理

を推進し、新焼却処理施設の平成３１年度中の稼働を目指し

整備事業を実施します。 

 

【目標期間】 

項目 前期 後期 

①（略） （略） （略） 

②（略） （略） （略） 

③将来の可燃ごみ焼却処理

施設の整備 

整備計画の

検討 

整備事業の

推進 
 

第３節 新たな可燃ごみ共同処理体制への移行と適正な埋

立処分 

 

⑴【重点】可燃ごみ中間処理（焼却処理）システムの整備 

【目標】 

  （略） 

 

【取り組み項目】 

① （略） 

② （略） 

③ 将来の可燃ごみ焼却処理施設の整備 

 新たな地方公共団体との可燃ごみ共同処理体制に移行し

た場合、長期的な可燃ごみ焼却処理施設整備計画の検討を行

い、計画後期における整備事業の実施を目指します。 

 

【目標期間】 

項目 前期 後期 

①（略） （略） （略） 

②（略） （略） （略） 

③将来の可燃ごみ焼却処理

施設の整備 

整備計画の

検討 

整備事業の

実施 
 

新旧対照表 


